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高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
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最高裁判所事務総局総務局長中村 愼

I

「刑事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用につ

いて」の一部改正について（通達）

平成23年1月13日付け最高裁総三第000004号総務局長通達「刑事裁判事務支

援システムを利用した事務処理の運用について」の一部を下記のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

1 記以外の部分中「平成4年8月21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「

帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の取扱いについて」 」を「平成4年8月

21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「帳簿諸票の備付け等に関する事務

の取扱いについて」 」に改める。

2記第2の1の(1)中「平成4年8月21日付け最高裁総三第27号事務総長通達

「事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存について」 」を「平成4年8月21日付

け最高裁総三第27号事務総長通達「事件関係の帳簿諸票の備付け等について」 」

に， 「すべて」を「全て」に改める。

付記

この通達は,平成26年2月27日から実施する。



（庶ろ－15-B)

平成25年11月7日

地方裁判所事務局総務課長殿（東京，大阪を除く。 ）

地方裁判所事務局総務課文書企画官殿

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐若井啓悟

刑事裁判事務支援システムのプログラム修正による画面表示

等の変更点について（事務連絡）

標記のシステム（以下「KEITAS」 という。 ）について， この度， これまで

ユーザサポートや所管係に寄せられた問い合わせを踏まえ，操作性を向上させるこ

となどを目的として，プログラムの修正を行います。

ついては，プログラム修正後は画面表示等の一部が別添のとおり変更されますの

で，関係職員に周知してください。

なお，プログラム修正作業は，既にKEITASのお知らせ欄に掲載したとおり，

11月12日 （火）午後9時から同月13日 （水）午前6時までの間に行います。

この時間帯はKEITASを利用することができません。また，同欄に掲載した留

意事項（プログラム修正をしたKEITASへログインする際に表示されるメッセ

ージ等）についても確認するよう併せて周知してください。

おって,KEITASオンラインヘルプの改訂については，今回のプログラム修

正に.よる変更点を反映次第，改訂した旨を同欄に掲載します。



(別添）
平成25年11月最高裁判所事務総局惰報政策課

KEITASプログラム修正による画面表示等の変更点
はじめに

これまでユーザサポートや所管係に寄せられた問い合わせを踏まえ，操作性を向上させるこ

と等を目的として，プログラムの修正を行います。今回のプログラム修正により，従前から画

面表示等が変更となる点は，次の表のとおりです。

具体的な変更内容は，次のとおりですので,KEITASを操作する際の参考としてください。
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1 AS24事件入力画面（令状）
勾留（再）延長ボタンの利用方法に関する注意書きを
画面上追加します。 、

■ 0

2

■

BS1q接見等禁止決定書印刷画面 ｢主文」欄を必須入力項目に変更します。

′ 3 YS13=事件関係送付一覧印刷画面
勾留関係の事件関係送付一覧に表示される文書の標目
に「接禁」 ， ｢却下」を追加しbこれらの項目が初期
表示されるようになります。

甲 ●

4 BSO3-畠柄詳細入力画面 身柄裁判要旨として選択可能な項目を追加します。

5 ESO3-押収物個別情報入力画面

処分事由情報タブにおける「処分事由一覧」を「承認
済の処分事由一覧」と名称を修正した上，同一覧中の
処分事由等を修正する際の注意雷きを画面上追加しま
す｡

6 FSO2_事件票入力画面
｢登録」ボタン押下後は事件番号欄が非活性となりま
す0

7

◆

ZS28-ユーザ登録・訂正画面
システム使用開始日当日にユーザ情報の登録，訂正が
可能になります。

8 ZS45

ﾛ

_問い合
■

わせ画面
係の追加，接見等禁止決定書主文パターンの変更等の
一定の問い合わせ類型については，専用の問い合わせ
ファイルを使うことで対応を早めます。



1 事件入力画面（令状) (AS24)における「勾留（再）延長」ボタンの利用方
法に関する注意書きの追加

変更前一一…－－－－－－－－‐ … －－ － ”－－－－ ‐ ‐一一 －－－－

霊
「勾留（再）延長（む）」ボタン及び「勾留（再）延長（る）」ボタン

事件に閨する勾留（再）延長について登録する場合にのみ利用する点が，

確になっておらず,誤った利用でデータに不具合が生じるケースが発生していまし ’

た（※）。

「
、－－ ノー■ｰ 二一一画＝一邑・ー．、一一－

※事件入力画面（令状) (AS24)の「勾留（再）延長」ボタンは，同一被疑者の勾留請

求事件が登録されている場合に，当該勾留の（再）延長請求事件を登録する場合に限って利

用できるものです。

しかし，このボタンからあらゆる勾留（再）延長請求事件の受付が行えるものと誤露した

結果勾留請求事件の事件入力画面（令状) (AS24)に表示されている被疑者以外の被

疑者の勾留延長請求事件の受付をする際にこのボタンから事件入力画面(令状) (AS24)

を開いて受付をしてしまうケースが発生しました。

この場合，被疑者名が受付をしたい被疑者とは別の被疑者名が表示されるため，利用者と

しては被疑者名を書き換えますが,それをすると元ﾉﾏの勾留請求事件の被疑者名まで連動し

て書き換わってしまいます。なお，この連動を解除するためには，保守業者によるデータ修

正を行う必要があります。

4
戸変更後一一一 一
｜異なる事件に閨する勾留(再)延長請求事件を登録する際に誤って同ボﾀﾝを利用
｜することがないよう，画面上注意書きを追加します。
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2－接見等禁止決定害印刷画面(BS10)における「主文」欄について

〆･変更点 －－ ．－．－‐ －－－－ －－－－－．－－－” ‐ --- -－ 一 一一 一 ----、
「主文」欄が必須入力項目となり， 「主文」欄が空欄の場合， 「印刷プレビュー」

ボタン及び「印刷」ボタンが押下できなくなります。これにより主文欄の記載がない

接見等禁止決定書及び同謄本の誤作成を防ぎます。
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3事件関係送付一覧印刷画面(YS13)における「文書の標目」の項目追加等

,／変更前一一一一一一一-－－勾留関係の事件関係送付_覧に表示される文書の標目i畠辰臺件種類として,、
「接見禁止等の請求（被疑者）」又は「接見禁止等の請求（被告人）」を選択した際，

初期表示される文書の標目が， 「接禁，記録」 ， 「却下，記録」であるため，勾留請

求と同時に行われる接見禁止等の請求のように,接見禁止決定等の請求自体では返還

する棲査記録がない場合は， 「'記録｣を手作業で削除する必要がありました。 ノ、

↓

■〆耆熟ゐ事件関係送付一覧に表示される文書の標目に｢接禁ル｢却下｣を追加一一、
し，事件種薙として「接見禁止等請求（被疑者）」又は「接見禁止等請求（被告人）」

を選択した際は，これらのいずれかが初期表示されるように変更します。
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4身柄詳細入力画面(BSO3)における身柄裁判要旨の項目追加等

戸変更点一一-一・。 ‐‐ ‐一一… － －－…一－－－－－－－一一…一一、
「身柄裁判要旨」欄の項目として「保証書許可決定」， 「保釈許可取消決定」， 「保

釈許可認容決定」 ， 「保証金額変更決定」を追加します。
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「身柄裁判要旨」欄に「保釈許可取消決定」を選択して入力した場合，

「勾留満了日計算｣ボタンを使って勾留満了日を入力することはできませ

んので， 「満了日」欄に手入力又はカレンダーアイコンをクリックして入

力してください。
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なお，身柄詳細入力画面(BSO3)の「保釈保証金」欄には数字しか入力できませんので，

必要に応じて備考欄を御利用ください。

（参考） 「身柄裁判要旨」欄に「保証金額変更決定」を選択した場合の入力例

身柄詳細入力画面(BSO3)

備考欄に入力することで，保証金額変更決

定で増額又は滅額となった金額を明らか
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5押収物個別情報入力画面(ESO3)処分事由情報タブにおいて表示されている

文言等の変更

変更点 一 一 －－－

①｢処分事由一覧｣に表示されている情報は処分承認済の処分事由である点を明示、
するためず 「承認済の処分事由一覧」と名称を変要します。

②「承認済の処分事由一覧」に表示される行数を1行から2行に変更します。

③「承認済の処分事由一覧」中の「処分事由」及び「処分事由発生日」の修正方法

に閏する注意を画面上追加します。
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6事件票入力画面(FSO2)における事件票登録後の事件番号欄の制御の変更に

ついて

〆壹蕊壹毒曇1章拝まあ菫薑扇主事存票=_ﾀ懇1ﾐ塞屋壹云府
め，事件票登録後は，そもそも事件番号の変更ができないように制御を追加します

（一時保存中は変更が可能です。 ）。

ノ②事件番号が複数ある場合の事件番号選択に関する注意を画面上追加します。

、

轡ﾉ注意

窪重一旦[事件票登録後の事件番=の修正について】 、
事件票登録後に事件番号を修正する場合は，従前と同様，その事

件票情報を削除した上で，再度事件票を登録してください。

なお， 「統計ID」欄及び「状態」欄が空白になってはじめて当該

事件票は削除されたことになります（「削除」ボタン押下後長く

て2時間程度要することがあります。 ）ので，その点を確認した上

凡で，再度事件票を登録してください。 ノ
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7ユーザ登録・訂正画面(ZS28)における制御の変更
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